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条 例

　

横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 区 づ く り 推 進 基 金 条 例

  （ 目 的 及 び 設 置 ）

第 １ 条   区 に お け る 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 及 び 地 域 課 題 の 解 決 に 関 す

  る 事 業 を 通 じ 区 づ く り の 推 進 に 資 す る た め 、 横 浜 市 区 づ く り 推 進

  基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

  （ 積 立 て ）

第 ２ 条   基 金 に 積 み 立 て る 額 は 、 歳 入 歳 出 予 算 を も っ て 定 め る 。

  （ 管 理 ）

第 ３ 条   基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有

  利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

２   市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 基 金 に 属 す る 現 金 を 確 実

  か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

  （ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 ４ 条   基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、

  基 金 に 積 み 立 て る も の と す る 。

  （ 処 分 ）

第 ５ 条   基 金 は 、 そ の 設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め 必 要 が あ る 場 合 に

  限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で き る 。

  （ 繰 替 運 用 ）

第 ６ 条   市 長 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 基 金 に 属 す る

  現 金 を 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 、 歳 計 現 金 に

  繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で き る 。

  （ 委 任 ）

第 ７ 条   こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 振 興 基 金 条 例

  （ 目 的 及 び 設 置 ）

第 １ 条   横 浜 市 に お け る ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン の 振 興 に 資 す

  る た め 、 横 浜 市 ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 振 興 基 金 （ 以 下 「 基

  金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

  （ 積 立 て ）

第 ２ 条   基 金 に 積 み 立 て る 額 は 、 歳 入 歳 出 予 算 を も っ て 定 め る 。

  （ 管 理 ）

第 ３ 条   基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有

  利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

２   市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 基 金 に 属 す る 現 金 を 確 実

  か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

  （ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 ４ 条   基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、

  基 金 に 積 み 立 て る も の と す る 。

  （ 処 分 ）

第 ５ 条   基 金 は 、 そ の 設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め 必 要 が あ る 場 合 に

  限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で き る 。

  （ 繰 替 運 用 ）

第 ６ 条   市 長 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 基 金 に 属 す る

  現 金 を 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 、 歳 計 現 金 に

  繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で き る 。

  （ 委 任 ）

第 ７ 条   こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

  第 ２ 条 第 125 号 の ８ を 次 の よ う に 改 め る 。

  の ８   マ ン シ ョ ン の 再 生 等 の

    円 滑 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年

    法 律 第 号 ） 第 163 条 の 第 １

    項 の 規 定 に 基 づ く マ ン シ ョ ン の

    容 積 率 又 は 各 部 分 の 高 さ の 特 例

    許 可 申 請 手 数 料                 １ 件 に つ き     160,000 円

      附   則

  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

　 　 　 す る 条 例

  横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 ２ 月 横 浜 市

条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

６   指 定 情 報 処 理 シ ス テ ム （ 行 政 文 書 の 開 示 又 は 一 般 へ の 公 開 を 電

  子 情 報 処 理 組 織 （ 実 施 機 関 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置

  を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と 相 手 方 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 気

  通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ

  っ て 処 理 す る た め の 市 長 が 指 定 す る 情 報 処 理 シ ス テ ム を い う 。 ）

  を 使 用 し て 行 う 第 １ 項 の 視 聴 又 は 閲 覧 の 方 法 に よ る 行 政 文 書 の 開

  示 に つ い て は 、 実 施 機 関 が 指 定 す る 日 か ら 日 間 当 該 行 政 文 書 の

  開 示 を 実 施 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 項 の 規 定 は

  、 適 用 し な い 。

  第 条 第 ３ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

３   こ の 条 例 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 適 用 し な い 。

    市 立 図 書 館 そ の 他 こ れ に 類 す る 市 の 施 設 に お い て 市 民 の 利 用

    に 供 す る こ と を 目 的 と し て 収 集 し 、 整 理 し 、 又 は 保 存 し て い る

    図 書 、 資 料 、 刊 行 物 等

    前 条 第 ６ 項 の 指 定 情 報 処 理 シ ス テ ム を 使 用 す る 方 法 に よ り 現

    に 一 般 に 公 開 さ れ て い る 行 政 文 書

  別 表 の １ の 表 備 考 ３ を 削 る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

　 　 　 例

  横 浜 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 月 横 浜 市 条 例 第

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 の 委 託 」 の 次 に 「 （ 新 規 の も の で あ っ て

、 一 の 委 託 業 務 で 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 本 人 の 数 が 規 則 で 定 め る 人 数

を 超 え る も の そ の 他 個 人 情 報 の 漏 え い 等 が 発 生 し た 場 合 に 個 人 の 権

利 利 益 を 害 す る お そ れ が 大 き い も の と し て 規 則 で 定 め る も の に 限 る

。 ） 」 を 加 え る 。

  別 表 の １ の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

 電磁的記録の情報公開条例第

  条第６項の指定情報処理シ

 ステムの使用による交付

 ページ数がある電磁的記録  １ページにつき 円

 ページ数がない電磁的記録  １ファイルにつき210 円

 文書、図画又は写真をスキャ

 ナにより読み取って作成した

 電磁的記録の情報公開条例第

  条第６項の指定情報処理シ

 ステムの使用による交付

  １ ペ ー ジ に つ き 円

      附   則

  こ の 条 例 中 、 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 改 正 規 定 は 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

か ら 、 別 表 の １ の 表 の 改 正 規 定 は 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  別 表 第 １ の ２ の 表 中

「

横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス を

                            」

「

横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス

横浜市南本宿公園コミュニティハウス
に 改 め る 。

                            」

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規

  定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 準 備 行 為 ）

２   こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 規 定 に 基 づ

  く 横 浜 市 南 本 宿 公 園 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス を 供 用 す る た め に 必 要 な

  行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ３ 条 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で を 削 る 。

  第 ４ 条 第 ３ 項 を 削 る 。

  第 ７ 条 を 削 り 、 第 ６ 条 第 ２ 項 中 「 委 員 」 の 次 に 「 （ 専 門 の 事 項 を

調 査 審 議 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の た め に 置 か れ た 専 門 委 員 を 含 む

。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ３ 項 中 「 出 席 委 員 」 を 「

出 席 し た 委 員 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 及 び 専 門 調 査 員 」 を 削 り 、

同 条 を 第 ７ 条 と す る 。

  第 ５ 条 を 第 ６ 条 と し 、 第 ４ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ 専 門 委 員 ）

第 ５ 条   審 議 会 に 、 専 門 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た め 、 専 門 委 員 を

  置 く こ と が で き る 。

２   専 門 委 員 は 、 学 識 経 験 の あ る 者 そ の 他 市 長 （ 調 査 審 議 す る 事 項

  が 教 育 委 員 会 の 諮 問 に 係 る も の に あ っ て は 、 教 育 委 員 会 。 以 下 同

  じ 。 ） が 必 要 と 認 め る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 任 命 す る 。

３   専 門 委 員 は 、 当 該 専 門 の 事 項 に 関 す る 調 査 審 議 が 終 了 し た と き

  は 、 解 任 さ れ る も の と す る 。

  第 ８ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 部 会 ）

第 ８ 条   審 議 会 に 、 部 会 を 置 く こ と が で き る 。

２   部 会 は 、 会 長 が 指 名 す る 委 員 及 び 専 門 委 員 を も っ て 組 織 す る 。

３   部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 会 長 が 指 名 す る 。

４   部 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 部 会 長 が 欠 け た と き は 、 会 長 の

  指 名 す る 部 会 の 委 員 が 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。

５   第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 部 会 長 の 職 務 に つ い て 、 前 条 の 規 定 は 部

  会 の 会 議 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ６

  条 第 ３ 項 並 び に 前 条 第 １ 項 、 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 中 「 会 長 」 と あ る

  の は 「 部 会 長 」 と 、 第 ６ 条 第 ３ 項 及 び 前 条 第 １ 項 中 「 審 議 会 」 と

  あ る の は 「 部 会 」 と 、 同 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 委 員 」 と あ る の

  は 「 部 会 の 委 員 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 専 門 委 員 」 と あ る の は 「 当

  該 部 会 を 組 織 す る 専 門 委 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

６   審 議 会 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 部 会 の 議 決 を も っ て 審 議

  会 の 議 決 と す る こ と が で き る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 文 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 文 化 基 金 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 １ 条 中 「 横 浜 市 民 」 を 「 横 浜 市 の 文 化 に 関 す る 事 業 の 推 進 並 び

に 横 浜 市 民 」 に 、 「 建 設 及 び 」 を 「 新 築 、 増 築 、 改 築 及 び 修 繕 並 び

に 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 （ 令 和 元 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  目 次 中 「 第 条 」 を 「 第 条 の ２ 」 に 改 め る 。

  第 条 第 １ 項 中 「 ２ 箇 月 」 の 次 に 「 を 経 過 し た 」 を 加 え る 。

  第 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ 開 設 者 に よ る 食 品 等 持 続 的 供 給 法 に 係 る 公 表 ）

第 条 の ２   市 長 は 、 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項

  を 公 表 す る も の と す る 。

    市 場 に お い て 取 り 扱 う 食 品 等 の 持 続 的 な 供 給 を 実 現 す る た め

    の 食 品 等 事 業 者 に よ る 事 業 活 動 の 促 進 及 び 食 品 等 の 取 引 の 適 正

    化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 号 。 以 下 「 食 品 等 持 続 的 供

    給 法 」 と い う 。 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 飲 食 料 品 等

    前 号 の 指 定 飲 食 料 品 等 の 食 品 等 持 続 的 供 給 法 第 条 第 １ 項 第

    １ 号 に 規 定 す る 指 標

    食 品 等 持 続 的 供 給 法 第 条 各 号 に 掲 げ る 措 置 の 内 容

  第 条 第 ２ 項 を 削 る 。

  第 ５ 章 中 第 条 の 前 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ 指 導 及 び 助 言 ）

第 条 の ２   市 長 は 、 市 場 の 業 務 の 適 正 か つ 健 全 な 運 営 を 確 保 す る

  た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 取 引 参 加 者 等 に 対 し 、 必 要 な 指

  導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。

２   市 長 は 、 市 場 施 設 の 適 正 な 使 用 を 確 保 す る た め 必 要 が あ る と 認

  め る と き は 、 使 用 者 に 対 し 、 指 定 又 は 許 可 を 受 け た 市 場 施 設 の 使

  用 に 関 し 必 要 な 指 導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。

  別 表 本 場 の 項 中

「

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き     月 額     900 円  

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き     月 額   1,700 円  

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き     月 額   1,800 円  

                                                          」

を

「

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き     月 額   1,080 円  

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き     月 額   2,040 円  
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１ 平 方 メ ー ト ル に つ き     月 額   2,480 円  

                                                          」

に 、

「

配 送 セ ン タ ー 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額     610 円

倉 庫 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,800 円

発 酵 室 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額     190 円

加 工 処 理 場 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,920 円

冷 蔵 庫 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   3,000 円

                                                          」

を

「

配 送 セ ン タ ー （ 終 日 使 用 区

画 ） 使 用 料
１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   920 円  

配 送 セ ン タ ー （ 時 間 使 用 区

画 ） 使 用 料
１ 平 方 メ ー ト ル 、 １ 時 間 に つ き   月 額   円

倉 庫 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,880 円

加 工 処 理 場 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   2,300 円

冷 蔵 庫 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   3,440 円

                                                          」

に 改 め 、 同 表 備 考 中 ４ を ５ と し 、 ３ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

    ４   配 送 セ ン タ ー （ 時 間 使 用 区 画 ） 使 用 料 の 額 を 算 出 す る 基 礎

      と な る 時 間 数 は 、 市 長 の 指 定 す る １ 日 ご と の 使 用 時 間 数 と す

      る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 別 表 の 規 定 は

  、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 使 用 に 係 る 使 用 料 に つ い て 適 用 し 、
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  同 日 前 の 使 用 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 児 童 相 談 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 児 童 相 談 所 条 例 （ 昭 和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 １ 条 の 表 横 浜 市 中 央 児 童 相 談 所 の 項 中 「 鶴 見 区 、 神 奈 川 区 、 」

を 削 り 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

横 浜 市 東 部 児 童 相 談 所 横 浜 市 鶴 見 区 鶴 見 区 、 神 奈 川 区

      附   則

  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 の 見 出 し を 「 （ 排 水 設 備 指 定 工 事 店 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 第

１ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

    た だ し 、 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て 、 市 長 が 市 長 以 外 の 公

  共 下 水 道 管 理 者 か ら こ の 項 本 文 の 指 定 に 類 す る 処 分 を 受 け た 者 （

  以 下 「 そ の 他 指 定 事 業 者 」 と い う 。 ） が 当 該 工 事 又 は 改 造 工 事 を

  行 う 必 要 が あ る と 認 め る と き に 、 そ の 他 指 定 事 業 者 が 行 う 当 該 工

  事 又 は 改 造 工 事 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

  第 条 第 ２ 項 前 段 中 「 排 水 設 備 指 定 工 事 店 」 の 次 に 「 （ 前 項 た だ

し 書 に 規 定 す る と き に あ っ て は 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 又 は そ の 他 指

定 事 業 者 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 第 ５

条 （ 第 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ５ 条 （ 同 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第

１ 項 」 を 「 第 １ 項 本 文 」 に 、 「 同 項 」 を 「 同 項 本 文 」 に 改 め る 。

  第 条 中 「 及 び 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 「 も の 」 の 次 に 「 （ 第 条

第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る と き に お い て 当 該 工 事 又 は 改 造 工 事 を 行

っ た そ の 他 指 定 事 業 者 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 水 道 条 例 （ 昭 和 年 ４ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

  第 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

    た だ し 、 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て 、 管 理 者 が 市 以 外 の 法

  第 ３ 条 第 ５ 項 の 水 道 事 業 者 （ 以 下 「 他 水 道 事 業 者 」 と い う 。 ） 又

  は 他 水 道 事 業 者 が 法 第 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 を し た

  者 （ 以 下 「 他 水 道 事 業 者 指 定 事 業 者 」 と い う 。 ） が 給 水 装 置 工 事

  を 施 行 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き に 、 こ れ ら の 者 が 施 行 す る 給

  水 装 置 工 事 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

  第 条 第 ２ 項 中 「 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 」 の 次 に 「 （ 前 条 た だ

し 書 に 規 定 す る と き に あ っ て は 、 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 又 は 他 水

道 事 業 者 指 定 事 業 者 。 第 条 、 第 条 第 ２ 項 及 び 第 条 に お い て 同

じ 。 ） 」 を 加 え る 。

  第 条 第 ２ 項 中 「 市 」 の 次 に 「 （ 第 条 た だ し 書 に 規 定 す る と き

に あ っ て は 、 市 又 は 他 水 道 事 業 者 ） 」 を 加 え る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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